
開発者　住　所 福知山市字○○〇〇番地

　　　　　　　　　　　　 氏　名 ○○不動産株式会社
代表取締役　〇〇　〇〇

福知山市開発行為に関する指導要綱第７条第２項の規定に基づく同要綱第１４条第１項の協議において、下記の公共施設管理者と協議しましたので、報告します。

該当
項目

協議内容 協議事項 協議状況 協議先 備考

☑道路法第24条協議 ☑協議済 ☑建設交通部　道路河川課

☑ 道路等に関する事項 □ □協議済 □国（　　　　　　　　　　　　　　　）

□ □協議済 □京都府（　　　　　　　　　　　　）

□河川法第26条協議 □協議済 □建設交通部　道路河川課

□ 河川等に関する事項 □ □協議済 □国（　　　　　　　　　　　　　　　）

□ □協議済 □京都府（　　　　　　　　　　　　）

☑下水道所管排水区域における雨水協議 □協議済 上下水道部　下水道課

☑雨水流出抑制における協議 ☑協議済 建設交通部　都市・交通課

☑法定外公共物占用等許可協議 ☑協議済 建設交通部　用地課

☑ 里道、水路に関する事項 □法定外公共物用途廃止協議 □協議済 □国（　　　　　　　　　　　　　　　）

□その他協議（　　　　　　　　　　　　　） □協議済 □京都府（　　　　　　　　　　　　）

□下水道管布設協議 □協議済 上下水道部　下水道課

☑ ☑下水道物件設置事前協議 ☑協議済 上下水道部　下水道課

☑下水道受益者負担金 ☑協議済 上下水道部　経営総務課

□水道管布設協議 □協議済 上下水道部　上水道課

☑水道給水管布設協議 ☑協議済 上下水道部　経営総務課

☑ 消防施設及び消防水利等に関する事項 ☑消火栓、防火水槽協議 ☑協議済 消防本部　消防課

☑ ごみ集積場等に関する事項 □ ☑協議済 市民総務部　生活環境課

□ 児童公園に関する事項 □ □協議済 福祉保健部　子ども政策室

☑ 農地転用に関する事項 □ ☑協議済 農業委員会事務局

□ 農業用水路等に関する事項 □施工承認協議　　　□放流協議 □協議済 産業政策部　農政課

□ 森林開発、伐採に関する事項 □ □協議済 産業政策部　農林業振興課

☑ 埋蔵文化財等に関する事項 □埋蔵文化財発掘の届出　　☑届出不要 ☑協議済 地域振興部　文化・スポーツ振興課

□ 集会場施設に関する事項 □ □協議済 地域振興部　まちづくり推進課

□ 都市公園、緩衝緑地、都市緑地等に関する事項 □ □協議済 建設交通部　都市・交通課

□ 自治会等に関する事項 □ □協議済 地域振興部　まちづくり推進課

□ その他必要な協議事項 □ □協議済 □

開発行為における関係機関等との協議チェック表

下水道管布設、公共桝等に関する事項

☑ 水道配水施設、給水施設等に関する事項

☑ 雨水排水に関する事項
☑雨水協議中であるが、本計画は変わらず根
拠資料の作成提出のみであり、下水道課から
は要綱提出の了解を得ている。

記入例



開発を行おうとする場合は、下記の公共施設管理者と協議が必要となります。

相談内容 書類・関係法令など 相談窓口担当課 備考

1 道路、側溝、調整池など 道路法など 建設交通部　道路河川課 国道、府道は別機関

2 河川接続など 河川法 建設交通部　道路河川課 国道、府道は別機関

3 下水道管布設、公共桝など 下水道物件設置申請など 上下水道部　下水道課 埋設調査はお客様センター

4 下水道受益者負担金など 上下水道部　経営総務課 埋設調査はお客様センター

5 水道配水施設、給水施設など 上下水道部　上水道課 埋設調査はお客様センター

6 消火栓、防火水槽など 消防法 消防本部　消防課

7 ごみ集積など 市民総務部　生活環境課

8 児童公園など 福祉保健部　子ども政策室

9 カーブミラー、交通安全など 建設交通部　都市・交通課

10 農地を転用する時など 農地法 農業委員会事務局

11 里道、水路など 法定外公共物申請など 建設交通部　用地課

12 農業用水路など 産業政策部　農政課

13 森林開発、伐採など 森林法など 産業政策部　農林業振興課

14 店舗を建築する場合など 大規模小売店舗立地法 産業政策部　産業観光課

15 古墳、遺跡、埋蔵文化財など 文化財保護法 地域振興部　文化・スポーツ振興課

16 集会場施設など 地域振興部　まちづくり推進課

17 土地の売買に関する届出など 公有地拡大推進法、国土利用計画法 建設交通部　都市・交通課

18 緩衝緑地、都市緑地など 都市緑地法 建設交通部　都市・交通課

19 確認申請事前協議、景観、屋外広告 建設交通部　都市・交通課

※１　道路や河川については、国土交通省や京都府の場合がありますので、御確認ください。

※２　消火栓やごみ集積場など、目視で確認できる物についても公共施設管理者へ確認してください。

開発行為における市役所相談窓口一覧


